
はしがき
2007年11月11日（日）に平成19年度行政書士試験が実施され、明けて2008年

1 月28日（月）にその合格発表がありました。合格率は8.64％と 2 年連続して前
年度の合格率を上回る結果となっています。しかし、この合格率上昇の主た
る要因は、受験生のレベルアップであり、決して試験が易しくなったわけで
はありません。むしろ、科目によっては難化したものもあります。行政書士
試験は、2006年度から新試験制度となり、より本質的な力を試される試験と
なりました。そこで、多くの受験生がよりいっそうしっかりとした準備をし
て試験に臨み、その結果が合格率に反映されたものと思われます。

では、そうした合格に必要な力を身につけるためには何をすべきなのでし
ょうか？　答えは簡単です。まず過去問レベルの知識をしっかり習得するこ
と。そして、模擬試験に臨み、新作問題を解いて応用力を身につけるととも
に、本番のシミュレーションをすることです。全問正解しなくても合格する
ことができます。むしろ満点を目指してしまうと、基本的な知識の習得がお
ろそかになり、却って合格から遠ざかるおそれがあります。間違ってもいた
ずらに細かい知識を増やすことに執心するべきではありません。

本書は『2007年版 出る順行政書士 重要事項がこれ 1 冊でチェックできる
本』の改訂版であり、日頃「行政書士合格講座」をはじめとした、LECが誇
る行政書士試験対策講座を担当している専任講師陣により厳選された、2008
年度本試験合格に必要な最重要知識を掲載したものです。言わば「行政書士
合格講座」でご提供している内容をこの 1 冊に凝縮しているのです。したが
って、すでにある程度学習の進んでいる方にとっては、試験直前に知識整理
を行う上で最適な 1 冊であると言えます。また、本書は、短期合格のペース
メーカーとなる「2008スーパー速習講座」の使用教材でもあり、同講座を受
講することで短時間での知識習得も可能になるでしょう。

ぜひ本書を有効活用して、2008年度本試験合格を勝ち取ってください。

2008年 5 月吉日

株式会社　東京リーガルマインド
LEC総合研究所　行政書士試験部







本書のタイプ別利用法
Ａ　初めて学習する方や、学習を始めてまだ日が浅い方

本書は合格に必要かつ最小限の情報を図表を中心に掲載しています。初め
て学習する方は、全体像を理解するために最初から最後まで丁寧に読み進め
てください。また、図表の前後にある説明文が、図表を理解するための前提
的な知識となりますので、疑問が生じた項目については、テキストなどを参
考にして解消するように努めてください。これを繰り返すことで合格に必要
な知識を身につけることができます。

Ｂ　ある程度学習が進んでいるが、基礎力に不安のある方
本書は原則として 1 ページ 1 項目というコンパクトな構成になっています。

自分の弱点が把握できている人はまずその項目から読んでいくとよいでしょ
う。また、本書を読む際には、必ず関連過去問も解いてみてください。すで
に何度か解いていて答えを覚えてしまった、という場合は「どうしてその肢
が正解なのか？」「どうして他の肢はダメなのか？」という「Why ? の視点」
を意識しましょう。

Ｃ　直前期に利用する方
本書は項目別に整理し、手軽に必要最小限の知識を見渡せるように、工夫

してあります。自分の知識に穴がないかを短時間で確認でき、やるべきこと
が多い直前期に威力を発揮するでしょう。

Ｄ　講座を利用してしっかりと“理解”する
本書は、短期合格を目指す「スーパー速習講座」の使用テキストでもあり

ます。本講座を受講することで、一人ではよく理解できなかった箇所や重要
ポイントが明確になり、正しい知識を身につけることができるでしょう。

チェックシート利用法
添付のチェックシートを使用すると、赤字で記載されている文字が隠れま

す。これにより、重要ポイントが自然と記憶に残り、多肢選択式や記述式対
策（ポイントの理解）としても威力を発揮することでしょう。
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行政書士試験ガイダンス
1 試験概要

2 試験に関するお問い合わせ先

財団法人　行政書士試験研究センター

〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園 1 番 3 号　市政会館 1 階

TEL 03-5251-5600（試験専用）

ホームページ　http://gyosei-shiken.or.jp

日　程 11月第 2 日曜日　午後 1 時～ 4 時（ 3 時間）

科　目

○行政書士の業務に関し必要な法令等（46問／択一式・多肢選択
式・記述式）
憲法
行政法（行政法の一般的な法理論・行政手続法・行政不服審査
法・行政事件訴訟法・国家賠償法・地方自治法を中心とする）
民法
商法（会社法を含む）
基礎法学

※記述式は40字程度で記述するものが出題される。

○行政書士の業務に関連する一般知識等（14問／択一式）
政治・経済・社会
情報通信・個人情報保護
文章理解



3 合否判定基準

2006年度から、試験制度が大幅に改正され、それに伴って、配点等も変更

されました。

（1）配点

（2）合格基準点

次の要件のいずれも満たした者を合格とする。

① 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、122点以上である者

② 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、24点以上である者

③ 試験全体の得点が、180点以上である者

4 その他

（1）受験資格

年齢、学歴、国籍等に関係なく、だれでも受験することができる。

（2）出題形式

① 5 肢択一式…… 1 から 5 までの選択肢から正解を選ぶ。

② 多肢選択式……枠内（ 1 ～20）の選択肢から空欄ア～エに当てはまる

語句を選ぶ。

③ 記　述　式……設問に対する解答を40字程度で記述する。

試験科目 満　点

法令等

160点

合　計 300点

出題形式 出題数

択一式
5 肢択一式 40問

多肢選択式 3 問 24点

記述式 3 問 60点

計 46問 244点

一般知識等 択一式 5 肢択一式 14問 56点

60問

（備考）問題別配点
※択一式　 5 肢択一式　 1 問につき 4 点

多肢選択式　 1 問につき 8 点　空欄（ア～エ）一つにつき 2 点
※記述式　 1 問につき20点



行政書士の業務に関し
必要な法令等

法令 編
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講師が伝授する
学習のポイント
民 法
（総則・物権法）

ï民法とは

【民法の概念】

法はさまざまな観点から分類することができます。①国の組織や国と個人の関係を

規律した法を「公法」といい、個人と個人・個人と会社などの関係を規律した法を「私

法」といいます。また、②一般的な関係を規律した法を「一般法」といい、特別な関

係を規律した法を「特別法」といいます。

民法は、「私法の一般法」です。まずは、このことをおさえましょう。

国家・公法人� 憲法・刑法等�

民法・商法等�

私人�私人�

私法関係�

公法関係�

＜公法と私法＞� ＜一般法と特別法＞�

ヨコ�

タ
テ�

タ
テ� 特別法(例：商法)

一般法（例：民法）�



ñ民法の全体構造と学習のポイント

【民法の体系】

行政書士試験における私法系科目のメインとなるのが民法です。2006年度から始

まった新試験制度において、高配点の記述式3問中2問が民法からの出題となったこ

ともあり、実に総得点の5分の1を占めています。

民法は、大きく「総則」「物権法」「債権法」「親族法」「相続法」の5つに分類され

ます。

では、本章で学習する「総則」と「物権法」について簡単に触れましょう。

q 総則
「総則」は、民法全体に関わる分野です。ここでは、まず「制限行為能力者制度」を

しっかりおさえましょう。どのような類型があり、保護者や取引の相手方にはどのよ

うな権利が認められているのかが問われます。図表等を活用し、知識を整理しておき

ましょう。次に重要な項目は、何といっても「代理」です。契約書作成の代理権を有

する行政書士にとっては必須の知識といえます。ここでは「狭義の無権代理」や「表

見代理」といった一歩進んだ知識まで理解するように努めてください。

r 物権法
まず「物権変動」をしっかりおさえましょう。特に、「不動産物権変動」は頻出であ

り、対抗要件である「登記」に関する理解がポイントです。問題を解く際には、余白

に図を描きながら事実関係を正確に把握するよう心掛けましょう。

次に重要な項目は「所有権」です。権利侵害に対して、所有権者はどのような主張

ができるのでしょうか。しっかり答えられるようにしておきましょう。

最後に、担保物権の中の「抵当権」も重要です。抵当権はどのような場合に利用さ

れるのでしょうか。他の担保物権（質権等）との差異にも注目してください。
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物権法�

債権法�

親族法�

相続法�

…「物」との関係�
�
…「人」との関係�
�
…人の共同生活関係�
�
…人の死亡による承継関係�

財産法�
�
�
�

家族法�
（身分法）�

総　則�
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ó民法との関わり　～身近な法律～

【人の一生と民法の関わり】

現在、社会にはたくさんの法令が存在しますが、民法は、人が出生してから死亡す

るまでのあらゆる段階に関わってくる法律です。つまり、私達にとって、とても「身

近な法律」といえるでしょう。学習にあたっては、自分に置き換える等、具体的な場

面をイメージしながら進めるようにしましょう。本試験においても、民法は、事例形

式で問われます。そこで、単に知識を有しているだけでは点数につながりません。求

められるのは、「具体的な事例にあてはめて問題を解決できる高い能力」なのです。こ

のように、身近ですが奥深い点が民法の面白味でもあるのです。

出　生� 権利能力�

10歳��くらい� 意思能力�

12歳��くらい� 責任能力�

20歳� 行為能力�

死 　亡� 全能力消滅�

相続開始�

婚姻できる�

相続�

相続�

父� 母�
（配偶者）�

子�

例：不法行為責�
　　任を負う�

例：売買契約の締�
　　結ができる�

運転者Ｂ�
（責任能力あり）�

買主�売主�
合致�

事故�

不法行為による損害賠償請求権�

代金債権�

土地引渡請求権�

前方不注意�

買います�

土地を�
引き渡して�

代金を�
支払って�

売ります�

土地�

土地�

A

A B

A B

A B
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● 出 題 の 状 況 ●

民法（総則）

項　目 00 01 02 03 04 05 06 07
自然人

（権利能力・意思能力・行為能力） ★

制限行為能力者制度 ★ ★
失踪宣告
無効と取消し
法　人

意思の不存在
（心裡留保・錯誤） ★

瑕疵ある意思表示
（詐欺・強迫）
代　理 ★ ★ ★
時　効 ★

受講生限定だったあの門外不出の
テキストが手に入ります！ レジュメオーダー販売

詳しくはWebで

民法を得点源にする！「民法徹底攻略セット」

民法について不安や苦手意識を払拭したい方、基礎から応用までひと通り学習
されたい方には最適です。

民法（物権法）

項　目 00 01 02 03 04 05 06 07
物権総論 ★

不動産物権変動 ★ ★
動産物権変動
占有権 ★
所有権 ★ ★ ★ ★ ★
用益物権 ★

先取特権 ★
質　権
抵当権 ★ ★ ★

担保物権総論
留置権



【民法の全体構造】
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総まとめ

33 民　法（総則）民　法（総則）

1 民法の構造
重要度�

B

試験のツボ�試験のツボ�

民法の範囲は膨大であるうえに、本試験における出題の難易度も高くなっています。した
がって、民法の全体構造や制度の趣旨などをひと通り学習した後は、過去に出題されたテー
マから学習を進めていくことが重要です。

［第 2 章］�
　占有権�

［第 3 章］�
　所有権�

［第 4 ～ 6 章］�
　用益物権�

［第 7 ～10章］�
　担保物権�
�

［第 2 章］　［第 1 節］　　［第 2 ～14節］�
　契　約　　　契約総則　　　契約各論�

［第 3 章］�
　事務管理�

［第 4 章］�
　不当利得�

［第 5 章］�
　不法行為�
�

［第 2 ～ 7 章］�
　婚姻・親子など�
�

［第 2 ～ 8 章］�
　相続人・相続の効力など�

［第 2 編］　［第 1 章］�
　物　権　　　物権総則�

［第 1 編］�
　総　則�

［第 3 編］　［第 1 章］�
　債　権　　　債権総則�

［第 4 編］　［第 1 章］�
　親　族　　　親族総則�
�

［第 5 編］　［第 1 章］�
　相　続　　　相続総則�

贈与・売買など�



q 権利能力

r 意思能力

s 行為能力

2 自然人
重要度�

B
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意　義
権利能力とは、権利義務の帰属主体となりうる地位または資格のことをいい、すべての
自然人と法人に認められる

始　期

原則：人の権利能力は出生時に発生する
例外：胎児の取扱い

①原則：胎児は人ではないから、原則として権利能力を有しない
⇒判例（大判昭7. 10. 6）は、胎児の間には権利能力はなく、無事に生まれる
と相続の開始や不法行為の時に遡って権利能力を取得すると解している

②例外：不法行為に基づく損害賠償請求権（721条）、相続（886条）、遺贈（965
条）の場合は、例外的に権利能力が認められる

終　期 人の権利能力は、死亡によって消滅する

意　義

意思能力とは、自己の行為の結果を弁識できるだけの精神能力のことをいう
⇒意思能力は、大体 7 ～10歳の子供の精神能力である
⇒大人でも、泥酔者等は意思能力を有しないと判断されることがある

効　果
意思能力を有しない者が行った法律上の行為は、法律に明文の規定はないが、無効と解
されている

意　義
行為能力とは、自己の行為により、法律行為の効果を確定的に自己に帰属させる能力を
いう

趣　旨

意思能力のない者が行った行為は無効であるが、この証明は困難であるため、一般的に
能力不十分とみられる者を制限行為能力者としている。そして、その者のなした法律行
為を一律に取り消しうるものとし（本人保護）、制限行為能力者として定型化すること
で、取引の相手方に注意を促して、相手方の不測の損害を防止している（相手方保護）



q 未成年者
未成年者とは、20歳未満の者をいう（ 4 条）。もっとも、未成年者であっても、婚

姻すれば成年者として扱われる（成年擬
ぎ

制
せい

／753条）。
未成年者が法定代理人の同意なく行った法律行為は原則として取り消すことがで

きる（ 5 条 1 項 2 項）。法律行為の取消しは、未成年者が単独でもすることができる
（120条 1 項参照）。

ただし、①単に権利を得または義務を免れる行為、②処分を許された財産の処分、
③営業を許された場合の営業に関する行為については、取り消すことができない

（ 5 条 1 項ただし書、同条 3 項、 6 条）。
r 成年被後見人

成年被後見人とは、①精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、
かつ、②家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者をいう（ 7 条、 8 条参照）。

成年被後見人の法律行為は、これを取り消すことができる（ 9 条本文）。成年後
見人の同意があっても取消しの対象となる。

もっとも、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことが
できない（ 9 条ただし書）。

s 被保佐人
被保佐人とは、①精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で

あり、かつ、②家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者をいう（11条、12条参照）。
被保佐人は、原則として単独で法律行為を行うことができるが、民法の定めのあ

る数種類の行為をなすには、保佐人の同意を要する。この同意を欠く場合は、取り
消すことができる（13条参照）。

t 被補助人
被補助人とは、①精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者であり、

かつ、②家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者をいう（15条 1 項、16条参照）。
補助人の同意を得ることが必要な行為につき、同意を得ずに行った法律行為は取

り消すことができる（17条 4 項）。

3 制限行為能力者制度①
重要度�

A
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※△印…一定の要件のもとで認められる。

4 制限行為能力者制度②
重要度�

A
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意　義 法律行為の効力 保護者 保護者の権限

成
年
被
後
見
人

①判断能力を欠く常況にある
者
②本人または一定の者の請求
③家庭裁判所の後見開始の審
判を受けた者

原則：取り消すことができる
（後見人の同意があっ
ても取消可）

例外：日用品の購入等は取消
不可

成年後見人

同意権　×
取消権　○
追認権　○
代理権　○

被
保
佐
人

①判断能力が著しく不十分な
者
②本人または一定の者の請求
③家庭裁判所の保佐開始の審
判を受けた者

原則：自由に法律行為ができ
る

例外：一定の行為（13条参
照）は保佐人の同意が
なければ取消可
ただし、日用品の購入
等は取消不可

保佐人

同意権　△
取消権　△
追認権　△
代理権　△

被
補
助
人

①判断能力が不十分な者
②本人または一定の者の請求
③家庭裁判所の補助開始の審
判を受けた者

原則：自由に法律行為ができ
る

例外：17条1項の審判を受け
た被補助人は、13条1
項所定の行為の一部に
ついては、補助人の同
意がなければ取消可

補助人

同意権　△
取消権　△
追認権　△
代理権　△

未
成
年
者

20歳未満の者
（成年擬制の場合は除く）

原則：法定代理人の同意がな
ければ、取り消すこと
ができる

例外：①単に権利を得または
義務を免れる行為
②処分を許された財産
の処分
③許可を与えられた場
合の営業

親権者または
未成年後見人

同意権　○
取消権　○
追認権　○
代理権　○
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